
四国森林管理局公告

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１０条の１５に規定する公益的機能維持

増進協定を下記のとおり締結するに当たり、森林法第１０条の１６第１項の規定に

基づき次のとおり公告し、協定の案を縦覧に供する。

なお、本協定に利害関係を有する者は、本協定の案に対し、縦覧期間満了の日ま

でに、四国森林管理局長に理由を付した文書をもって意見を申し立てることができ

る。

平成２８年６月２３日

四国森林管理局長

１ 協定の名称 いの町本川地区公益的機能維持増進協定

２ 協 定 区 域 高知県いの町越裏門字竹ノ川175番

３ 協定の有効期間 自 平成２８年 月 日

至 平成３０年３月３１日

４ 森林施業の種類 間伐（存置型）

５ 林道の開設場所及び作業路網その他の施設の設置場所 無し

６ 縦 覧 場 所 四国森林管理局

嶺北森林管理署

７ 縦 覧 期 間 自 平成２８年６月２３日（木）

至 平成２８年７月 ７日（木）

８ 意見書の提出について

当該協定の案に対する意見は、本協定と民法上の利害を有する者並びに協定の

内容に利害関係を有する国の行政機関の長、高知県知事及びいの町長のみが提出

することができる。

これらの利害関係者は、以下により、四国森林管理局長に対して理由を付した

文書をもって意見を提出することができる。



（１）意見書の提出先

〒７８０-８５２８

高知市丸ノ内一丁目３番３０号

四国森林管理局長（計画課 川田扱い）

FAX：０８８－８２１－２２５５ Mail： shikoku_keikaku@maff.go.jp

（２）意見書の提出方法

郵送、FAX、e-mailのいずれかによる。

（３）意見書の提出期限

縦覧期間が終了する平成２８年７月７日（木）１７時必着

（４）意見書の記載要領

ア 意見提出者の氏名、住所、年齢、職業、電話番号（法人その他の団体は、

その名称、代表者の氏名、団体の目的、主たる事務所の所在地、電話番号）

イ 意見の具体的内容

なお、意見は日本語により記載する。

（５）意見書の処理方法

提出された意見は、その内容に係る事実関係を調査の上、妥当と認められる

ものにあっては、協定書に反映する。また、検討した結果は、意見提出者に通

知する。


